
議案第７９号 

 

   狭山市立公民館条例の一部を改正する条例 

 狭山市立公民館条例（昭和５３年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 別表狭山市立新狭山公民館の項を次のように改める。 

   附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定（狭山市立新狭山公民館の項に限る。）は、この条例の施行

の日以後の施設の利用について適用する。 

 

 

  平成２８年１１月２９日提出 

 

           狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立新狭山公民館の更新事業に伴い、使用料の額を改定したいので、この案を

提出するものである。 

狭山市立新狭

山公民館 
第１学習室 300 300 300 300 300 450 

第２学習室 300 300 300 300 300 450 

第３学習室 200 200 200 200 200 300 

和室 400 400 400 400 400 600 

ホール 700 700 700 700 700 1,050 

調理実習室 300 300 300 300 300 450 


